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一
、
問
題
の
所
在

一
般
に
中
国
郷
村
祭
祀
に
お
い
て
は
、
宗
族
祭
祀
は
儒
教
儀
礼
に
よ
り
、

村
落
祭
祀
は
道
教
儀
礼
に
よ
る
と
い
う
分
業
関
係
が
成
立
し
て
い
る
。
特

に
儒
教
儀
礼
は
専
ら
宗
族
の
宗
祠
で
の
祖
先
祭
祀
を
担
う
に
止
ま
り
、
村

落
祭
祀
に
は
関
係
し
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
。
こ
れ
は
儒
教
の
「
礼
は
庶

人
に
下
さ
ず
」
と
い
う
建
て
前
か
ら
し
て
当
然
で
あ
り
、
ま
た
郷
村
の
緒

士
礼
生
と
し
て
も
「
怪
力
乱
神
」
の
跳
梁
す
る
村
落
の
祭
祀
に
干
与
す
る

こ
と
を
屑
し
と
し
な
か
っ
た
。
こ
の
点
で
は
仏
教
僧
侶
も
必
ず
し
も
野
外

の
村
落
祭
祀
に
出
仕
す
る
こ
と
に
は
積
極
的
で
な
か
っ
た
。
仏
僧
は
村
落

内
の
富
家
の
法
事
に
出
仕
す
る
こ
と
を
栄
誉
と
し
、
野
外
祭
祀
に
出
る
こ

と
を
好
ま
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
村
落
祭
祀
の
儀
礼
を
担
う

も
の
は
結
局
、
道
教
の
道
士
、
特
に
土
箭
道
教
（
巫
教
）
の
巫
師
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
傾
向
と
は
別
に
、
華
南
、
特
に
広
東
の
大

宗
族
村
落
に
あ
っ
て
は
、
神
誕
祭
祀
や
建
醜
祭
祀
な
ど
の
大
規
模
祭
祀
の

場
合
、
村
民
や
道
士
団
が
行
な
う
祭
祀
儀
礼
が
儒
教
の
影
響
を
受
け
て
形

成
さ
れ
て
い
る
面
が
あ
る
。
こ
れ
は
道
士
団
が
主
催
者
た
る
宗
族
の
儒
礼

指
向
を
尊
重
し
て
、
自
ら
の
儀
礼
構
成
を
儒
礼
風
に
加
工
し
た
結
果
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

一
方
ま
た
、
本
来
、
儒
礼
の
み
で
行
な
わ
れ
て
き
た
宗
族
の
宗
祠
儀
礼

に
お
い
て
も
、
宗
族
が
そ
の
分
支
間
の
結
合
を
強
化
し
て
組
織
を
拡
大
し

て
ゆ
く
段
階
で
、
儒
礼
の
他
に
俗
礼
、
即
ち
演
劇
（
元
来
、
道
教
儀
礼
と

関
係
が
深
い
も
の
）
が
導
入
さ
れ
て
く
る
。

つ
ま
り
、
広
東
の
大
宗
族
村
落
で
は
、
本
来
、
俗
礼
（
道
教
系
儀
礼
）

を
本
則
と
す
る
村
落
祭
祀
が
雅
礼
（
儒
教
儀
礼
）
の
影
勝
を
受
け
る
一
方
、

本
来
、
雅
礼
（
儒
礼
）
を
本
則
と
す
る
宗
祠
祭
祀
に
俗
礼
（
演
劇
）
が
導

入
さ
れ
て
く
る
と
い
う
、
い
わ
ば
雅
礼
と
俗
礼
の
相
互
滲
透
が
起
っ
て
き

て
い
る
の
で
あ
る
。
「
俗
礼
の
雅
化
」
、
「
雅
礼
の
俗
化
」
の
同
時
進
行

と
言
っ
て
も
よ
い
。

し
か
ら
ば
何
故
に
こ
の
よ
う
な
現
象
が
起
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の

社
会
背
景
、
歴
史
的
意
味
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
、
村
落
祭
祀
に

お
け
る
儒
礼
の
滲
透
と
宗
祠
祭
祀
に
お
け
る
涸
劇
の
遥
入
と
は
ど
の
よ
う

華
南
同
族
村
落
に
お
け
る
祭
祀
儀
礼
の
展
開

儒
礼
か
ら
演
劇
ヘ

田

仲

成

(1) 
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な
点
で
つ
な
が
る
の
か
、
等
々
が
問
題
と
な
る
。
以
下
、
本
稿
で
は
、
こ

の
問
題
を
広
東
（
香
港
を
含
む
）
の
事
例
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と

に
し
た
い
。

二
、
宗
族
祭
祀
に
お
け
る
儒
礼
の
構
造

宗
族
の
宗
祠
に
お
け
る
祖
先
祭
祀
が
儒
礼
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
の
は

当
然
で
あ
る
が
、
今
、
広
東
省
新
安
県
（
現
香
港
新
界
）
の
郷
村
宗
族
に

つ
い
て
、
そ
の
情
況
を
概
観
し
て
お
く
。

香
港
新
界
の
錦
田
部
氏
は
、
こ
の
地
域
最
大
の
宗
族
で
、
水
頭
村
、
水

尾
村
、
祠
堂
村
、
錦
慶
囲
、
吉
疫
囲
、
泰
康
囲
、
永
隆
囲
な
ど
七
ヵ
村
に

約
三
千
人
の
人
口
を
擁
す
る
。
そ
の
中
心
は
水
頭
、
水
尾
両
村
に
あ
り
、

こ
の
二
村
の
中
厄
ど
に
錦
田
部
氏
の
遷
徒
始
祖
（
十
五
世
祖
）
と
そ
の
四

子
を
祀
る
二
つ
の
祠
堂
が
あ
る
°
始
祖
洪
儀
と
そ
の
長
男
欽
、
長
孫
広
舎

の
系
統
を
祀
る
祠
堂
を
思
成
堂
、
洪
儀
の
次
男
鎮
、
三
男
鋭
、
四
男
銅
の

三
子
と
そ
の
子
孫
を
祀
る
祠
堂
を
茂
荊
堂
と
称
す
る
。
両
祠
堂
は
同
じ
三

進
構
造
で
、
寝
室
（
第
三
進
）
の
中
央
神
翁
に
初
世
か
ら
十
四
世
祖
の
連

名
牌
板
と
、
十
五
、
十
六
、
十
七
、
十
八
世
四
代
の
神
位
を
安
置
し
、
向

か
っ
て
右
に
十
九
世
以
下
の
穆
祖
群
神
位
、
向
か
っ
て
左
に
同
じ
く
昭
祖

(
1
)
 

群
神
位
を
並
べ
る
。
関
連
世
系
図
を
示
す
（
図
1
錦
田
部
氏
世
系
図
）
。

右
の
二
つ
の
祠
堂
の
う
ち
、
茂
荊
堂
の
祖
先
祭
祀
に
つ
い
て
は
族
譜
に

(
2
)
 

〈
春
秋
祠
堂
儀
式
〉
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
大
体
を
知
り
得
る
。
以

下
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
祭
儀
の
概
況
を
の
べ
る
。

春
秋
祀
祖
祭
祀
は
、
祠
堂
寝
室
内
に
奉
祀
さ
れ
て
い
る
神
位
群
を
祠
堂

(
3
)
 

の
中
堂
に
運
び
出
し
て
行
な
う
°
排
列
の
形
を
図
示
し
て
お
く
（
図
2

茂
荊
堂
春
秋
祠
祭
儀
式
配
置
図
）
。

祭
祀
の
順
序
は
次
の
如
き
段
階
を
追
っ
て
行
な
う
。

（
一
）
中
堂
・
寝
室
へ
の
進
飼
（
排
壇
）

（
二
）
子
孫
の
召
集
（
斉
班
）

（
三
）
寝
室
前
で
神
位
を
中
堂
に
迎
え
る
儀
式
（
迎
神
）

（
四
）
中
堂
に
神
位
群
を
排
列
（
迎
神
排
位
）

（
五
）
中
堂
に
て
賛
礼
・
飲
福
（
正
祭
）

（
六
）
神
位
群
の
寝
室
回
送
の
儀
式
（
送
神
）

各
節
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
細
目
が
あ
り
、
構
成
は
か
な
り
複
雑
と

な
る
。
こ
れ
を
表
示
す
る
（
表
1
茂
荊
堂
春
秋
祠
祭
儀
式
次
第
）
。

以
下
、
こ
の
う
ち
、
最
も
中
心
と
な
る
（
三
）
、
（
五
）
、
（
六
）
に

つ
い
て
、
そ
の
式
次
第
を
簡
説
す
る
。

I
寝
室
前
の
迎
神
賛
礼

1
排
班通
賛
の
号
令
で
主
祭
・
衆
孫
が
位
に
就
く
。
三
詭
九
叩
頭
の
礼
を
行

な
う
。

2
上
香
の
礼

主
祭
が
三
回
、
香
を
捧
げ
る
。
坪
を
進
め
酒
を
酌
み
地
に
潅
ぎ
、
一

脆
三
叩
頭
の
礼
を
行
な
う
。

3
初
献
の
礼

主
祭
は
香
案
の
前
に
脆
き
、
坪
を
進
め
酒
を
酌
み
坪
を
も
つ
。
衆
孫

み
な
脆
す
。
主
祭
は
迎
神
の
祭
文
を
読
む
。
次
の
ご
と
し
。

(2) 
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iiEに
民
国
△
△
年
歳
次
△
△
仁
月
鰐
訟
‘
越
え
て
△
△
日
△
△

奉
祀
す
。
裔
孫
△
△
等
、
謹
し
み
て
清
酌
・
果
品
・
香
楷
・
幣
吊
の

儀
を
以
っ
て
敢
え
て
昭
ら
か
に
C
C
)等
列
位
祖
考
の
神
位
の
前
に
告

ぐ
。
曰
わ
く
、
恭
し
み
て
惟
う
に
、
我
が
祖
よ
、
主
を
迎
え
て
中
堂

に
就
か
し
め
、
敬
し
み
て
莫
献
を
伸
べ
ん
°
虔
し
み
て
告
げ
謹
し
み

て
告
ぐ
。

以
上
読
み
終
わ
る
と
、
酒
を
祖
先
に
献
じ
、
次
い
で
撰
を
献
ず
る
。

4
亜
献
の
礼

主
祭
は
香
案
の
前
に
脆
し
、
再
び
坪
を
進
め
酒
を
酌
み
、
祖
先
に
酒

を
献
上
、
次
い
で
「
食
」
を
献
ず
る
。

5
三
献
の
礼

主
祭
は
香
案
の
前
に
脆
し
、
三
た
び
坪
を
進
め
酒
を
酌
み
、
祖
先
に

す
す

酒
を
献
じ
、
次
い
で
幣
（
紙
銭
）
を
献
ず
る
。
こ
こ
で
食
を
侑
め
、
三

た
び
叩
首
す
る
。

6
焚
幣祝
文
、
紙
銭
を
焚
化
。

以
上
で
寝
室
前
の
迎
神
賛
礼
を
終
り
、
す
ぐ
中
堂
に
神
主
を
排
列
。

中
堂
賛
礼
に
う
つ
る
。

II
中
堂
賛
礼

1
排
班通
賛
の
号
令
で
、
報
鼓
を
三
回
う
ち
、
大
楽
・
小
楽
を
奏
し
、
抱
を

放
つ
。
主
祭
及
び
衆
孫
は
整
列
し
て
位
置
に
つ
き
伺
候
す
る
。

2
監
洗

引
賛
の
号
令
で
主
祭
以
下
一
人
一
人
、
盟
洗
所
に
至
り
手
を
洗
い
浄

め
る
。

3
整
粛
衣
冠

通
賛
の
号
令
で
全
員
、
一
人
一
人
粛
衣
整
冠
し
、
一
脆
三
叩
頭
の
礼

を
行
な
う
。

4
上
香
の
礼

引
賛
の
号
令
で
主
祭
以
下
、
香
案
の
前
に
い
た
り
、
三
た
び
香
を
奉

上
し
、
坪
で
酒
を
酌
み
、
酒
を
地
に
潅
ぐ
。

5
初
献
の
礼

通
賛
の
号
令
で
、
主
祭
は
一
詭
三
叩
頭
、
次
い
で
香
案
前
に
脆
し
、

執
事
が
主
祭
に
代
っ
て
坪
を
進
め
酒
を
酌
み
、
坪
を
も
つ
。
衆
孫
は
み

な
脆
し
、
読
祝
が
祝
文
を
読
む
。
祝
文
は
最
初
に
中
央
の
位
置
を
占
め

る
七
神
位
に
向
か
っ
て
読
み
、
次
い
で
右
に
並
ぶ
穆
祖
群
、
最
后
に
左

に
並
ぶ
昭
祖
群
に
対
し
て
読
む
。
先
ず
、
中
央
神
位
に
対
す
る
も
の
次

の
ご
と
し
。

維
れ
民
国
△
△
年
歳
次
△
△
仁
月
麟
⇔
〗
、
越
え
て
△
月
△
日
奉

祝
す
。
裔
孫
△
△
等
、
謹
し
ん
で
消
酌
•
香
桔
・
果
品
・
剛
鐵
•
柔

毛
・
庶
羞
・
幣
吊
の
儀
を
以
っ
て
祭
り
を
十
六
世
祖
□
鱈
鱈
這
鱈
繹
‘

•.. 

（
中
略
）

．．． 
の
列
位
祖
先
の
前
に
致
す
。
曰
わ
く
、
序
は
三
房
に

列
し
、
同
じ
く
一
室
に
居
る
。
二
伝
し
て
宴
し
鹿
嗚
を
賦
す
。
八
世

に
し
て
栄
え
、
豹
変
を
荊
す
。
棟
硝
芳
を
聯
ね
、
〔
業
は
〕
孔
懐
の

か
た

雅
に
叶
う
。
荊
花
競
い
て
秀
い
で
、
蔭
は
垂
れ
て
長
く
其
の
祥
を
発

す
。
絃
に
、
麟
の
日
に
値
い
、
緬
と
し
て
反
恭
を
前
人
に
想
い
、

(3) 
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妥
に
明
徳
の
馨
を
薦
め
、
共
に
仁
者
の
深
恩
を
展
べ
ん
。
伏
し
て
願

あ

さ

ら

い

た

わ
く
は
、
英
霊
爽
か
に
格
り
、
実
に
式
に
憑
り
て
佑
け
、
科
名
を
し

て
鵠
起
せ
し
め
よ
！
玉
堂
啓
き
て
金
馬
風
に
嘱
き
、
甲
第
を
し
て

蝉
聯
せ
し
め
よ
！

玉
尺
も
て
量
り
、
金
甑
も
て
字
を
覆
わ
し
め
よ
！
虔
し
み
て
告
げ

謹
し
み
て
告
げ
ん
。

以
上
終
り
、
続
い
て
右
側
の
穆
祖
群
に
向
か
っ
て
、
次
の
祝
文
を
読

む。

十
八
世
祖
考
処
士
諒
態
府
君
、
…
（
以
下
略
）
…
の
列
位
祖
先
の

案
前
に
致
す
。
日
わ
く
、
根
深
け
れ
ば
末
は
茂
り
、
源
遠
け
れ
ば
流

わ
か
れ

は
長
し
。
祖
に
大
宗
小
宗
の
別
あ
り
。
序
に
昭
た
り
穆
た
る
の
殊
あ

こ
れ

り
°
慄
と
し
て
見
、
俊
と
し
て
聞
く
。
之
に
臨
め
ば
上
に
あ
り
て
右

を
有
つ
。
左
に
宜
し
く
し
て
之
に
質
す
れ
ば
労
に
あ
り
。
絃
に
瞑

あ
っ
か

分
に
当
た
り
、
祇
だ
歳
事
を
薦
む
。
腕
ら
ず
と
云
う
と
雖
も
、
尚
わ

く
は
黍
み
よ
！
絃
に
あ
り
て
伏
し
て
願
わ
く
は
、
厚
沢
労
流
し
て

階
下
に
芝
蘭
の
秀
を
競
い
、
深
仁
遠
く
逮
ん
で
庭
前
に
玉
樹
の
詳
を

開
か
ん
こ
と
を
！
尚
わ
く
は
饗
け
よ
！

以
上
、
読
み
終
り
、
更
に
左
側
の
昭
祖
群
に
向
っ
て
、
略
々
右
と
同

文
の
祝
文
を
読
む
。

以
上
、
三
篇
の
祝
文
を
読
み
終
る
と
、
主
祭
、
執
事
は
祖
先
に
酒
を

献
じ
、
衆
孫
も
そ
れ
ぞ
れ
分
献
し
、
終
っ
て
主
祭
は
香
案
上
に
「
個
」

を
献
ず
る
。

6
再
献
の
礼

引
賛
の
号
令
で
、
主
祭
が
香
案
の
前
に
脆
し
、
執
事
が
主
祭
に
代
り

坪
を
進
め
酒
を
酌
み
、
酒
を
祖
先
に
献
ず
る
。
衆
孫
も
続
い
て
祖
先
に

分
献
、
終
っ
て
主
祭
は
香
案
上
に
「
食
」
を
献
ず
る
。

7
三
献
の
礼

主
祭
は
香
案
の
前
に
脆
し
、
執
事
が
坪
を
進
め
酒
を
酌
み
、
酒
を
祖

先
に
献
ず
る
。
衆
孫
も
そ
れ
ぞ
れ
祖
先
の
前
に
分
献
、
終
っ
て
主
祭
は

「
幣
吊
」
を
献
ず
る
。

8
飲
福
、
受
昨

通
賛
の
号
令
で
、
大
楽
・
小
楽
を
奏
し
、
抱
を
放
ち
、
門
を
し
め
る
。

主
祭
は
祖
先
の
前
に
い
た
り
、
食
を
侑
め
る
。
つ
い
で
門
を
啓
き
、
楽

を
や
め
る
。
こ
こ
で
引
賛
の
号
令
で
主
祭
は
「
飲
福
の
位
」
に
至
り
、

脆
す
。
執
事
が
坪
を
進
め
酒
を
酌
み
、
酒
を
以
っ
て
地
を
祭
る
（
酒
を

地
に
権
ぐ
）
。
主
祭
は
再
び
酒
を
酌
み
、
坪
を
手
に
と
る
と
、
衆
孫
は

み
な
脆
す
。
こ
こ
で
「
股
辞
」
を
よ
む
掛
が
次
の
版
辞
を
読
む
。

祖
は
エ
祝
に
命
じ
、
絃
の
多
福
の
無
弧
な
る
を
承
け
、
汝
孝
孫
に

語
り
、
汝
孝
孫
に
来
れ
り
。
汝
等
を
し
て
禄
を
天
よ
り
受
け
し
む
。

田
を
稼
す
る
に
宜
し
く
、
眉
寿
は
永
平
な
ら
ん
！
子
々
孫
々
替
わ

る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
引
け
！

以
上
、
読
み
終
り
、
み
な
福
酒
を
飲
む
。

9
焚
幣主
祭
は
三
た
び
叩
首
の
礼
を
三
回
行
な
い
、
幣
吊
、
祝
文
な
ど
を
外

で
焚
化
す
る
。

以
上
で
中
堂
賛
礼
終
了
。
回
送
に
う
つ
る
。

(4) 
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III
回
送
神
主
の
賛
礼

主
祭
以
下
、
香
案
の
前
に
脆
坐
し
、
主
祭
が
「
寝
室
二
回
頭
ス
ル
ニ
先

代
ヲ
祭
ル
祝
文
」
を
読
む
。
次
の
如
し
。

維
れ
民
国
△
△
年
歳
次
△
△
仁
月
鰐
訟
‘
越
え
て
△
△
日
、
△

△
奉
祀
す
。
裔
孫
△
△
等
、
謹
し
み
て
清
酌
•
香
椿
・
果
品
・
剛
鏃
．

庶
饉
・
幣
吊
の
儀
を
以
っ
て
敢
え
て
昭
ら
か
に
南
陽
堂
上
那
氏
歴
代

祖
先
の
神
位
の
前
に
告
げ
て
曰
わ
く
、
恭
し
み
て
惟
う
に
我
が
祖
、

積
む
こ
と
厚
く
し
て
光
を
流
す
。
世
沢
を
前
徽
に
振
い
、
創
成
美
を

済
し
、
家
声
を
後
裔
に
啓
き
、
善
炭
芳
を
伝
う
。
念
う
に
我
が
孫
枝
、

実
に
英
霊
の
福
を
切
く
。
こ
の
麟
〗
を
撫
し
、
敢
え
て
追
報
の
誠
を

忘
れ
ん
や
。
豆
賜
を
粛
陳
し
、
敬
し
み
て
祭
典
を
承
く
。
伏
し
て
願

わ
く
は
、
精
神
感
じ
て
格
り
、
几
筵
に
降
り
て
居
り
て
障
け
ん
こ
と

を
！
千
年
に
し
て
俎
豆
縣
た
り
、
累
世
に
し
て
管
櫻
を
炭
せ
ん
！

尚
わ
く
は
袈
け
よ
！

以
上
、
読
み
終
り
、
一
献
の
礼
を
行
な
っ
て
、
神
位
を
寝
室
に
回
送
す

る。
以
上
、
要
す
る
に
全
体
と
し
て
三
献
の
礼
を
二
回
、
一
献
の
礼
を
一
回
、

合
計
七
献
の
礼
を
行
な
い
、
三
脆
九
叩
頭
の
礼
を
四
回
も
行
な
っ
て
い
る

こ
と
に
な
る
°
繁
文
帰
礼
の
周
到
を
極
め
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
な
お
、

右
の
儀
式
終
了
后
は
、
衆
孫
に
よ
る
宴
飲
が
行
な
わ
れ
、
終
了
は
深
更
に

及
ぶ
。と
こ
ろ
で
、
右
の
春
秋
儀
式
は
、
祖
先
を
敬
し
、
酒
会
を
献
じ
て
子
孫

の
繁
栄
を
祖
先
に
願
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、

そ
の
実
態
は
必
ず
し
も
「
敬
祖
」
に
尽
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
宗

族
の
勢
威
を
対
外
的
に
顕
示
す
る
と
い
う
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
い

う
。
一
九
七

0
年
代
に
台
湾
中
部
平
原
の
関
南
系
宗
族
、
社
頭
村
蒲
氏
の

春
祭
儀
式
の
沿
革
と
実
態
を
観
察
調
査
さ
れ
た
末
成
道
男
氏
は
、
そ
の
論

(
4
)
 

文
「
漢
人
の
祖
先
祭
祀
（
一
）
」
（
一
九
七
七
）
に
お
い
て
、
こ
の
祭
祀

の
主
祭
が
族
長
で
な
く
、
高
等
文
官
試
験
や
一
流
大
学
の
合
格
者
な
ど
対

外
的
に
抜
き
ん
で
た
者
が
選
ば
れ
て
い
る
点
に
着
目
さ
れ
、
祭
祀
の
性
格

を
次
の
よ
う
に
総
括
さ
れ
て
い
る
。

祖
暦
〔
宗
祠
〕
で
の
祭
祀
の
内
容
は
、
祖
先
の
徳
を
た
た
え
、
牲

酷
を
供
え
子
孫
の
繁
栄
こ
と
に
科
挙
を
通
し
て
の
成
功
を
願
う
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
個
人
的
な
悩
み
や
頼
み
事
と
い
っ
た
要

素
は
稀
薄
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
祖
先
に
関
す
る
具
体
的
な
記
憶
に
基

ず
く
情
緒
的
な
結
ぴ
つ
き
と
い
っ
た
も
の
も
殆
ん
ど
な
い
。
む
し
ろ

敬
祖
と
い
う
形
を
借
り
て
対
外
的
ス
テ
ー
タ
ス
の
向
上
と
族
内
の
分

節
間
の
競
争
意
識
を
伴
な
っ
た
統
合
強
化
を
は
か
る
と
い
う
側
面
を

有
し
て
い
る
。
主
祭
に
社
会
的
に
成
功
し
た
者
を
選
ぶ
こ
と
は
、
外

部
へ
の
誇
示
と
同
時
に
一
族
の
子
弟
の
模
範
と
も
な
る
。
集
団
成
員

全
部
が
参
加
す
る
活
動
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
一
部
の
エ
リ
ー
ト
を

際
立
た
せ
る
シ
ョ
ー
と
し
て
の
性
格
が
濃
厚
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

公
業
地
〔
祖
産
〕
か
ら
の
収
入
が
減
少
し
た
り
途
絶
え
る
と
、
祖
暦

で
の
祭
祀
も
そ
れ
に
比
例
し
て
縮
小
し
た
り
、
廃
止
に
な
っ
た
り
す

る
。
祭
祖
が
主
要
な
目
的
で
あ
れ
ば
、
基
本
財
産
が
な
く
な
っ
て
も

子
孫
が
費
用
を
出
し
合
う
か
あ
る
い
は
供
物
を
各
自
持
ち
よ
る
と
い

(5) 
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う
形
で
祖
暦
で
の
祭
祀
の
行
事
を
続
け
得
る
筈
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
形

で
祖
暦
祭
祀
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
は
癖
姓
で
は
一
度
も
見
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。

香
港
宗
族
の
場
合
は
、
族
長
が
主
祭
と
な
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
ま
だ

祖
先
祭
祀
の
実
態
を
保
っ
て
い
る
が
、
参
列
者
に
は
大
学
生
な
ど
を
加
え

て
お
り
、
右
の
「
一
部
の
エ
リ
ー
ト
を
際
立
た
せ
る
シ
ョ
ー
」
と
い
う
傾

向
が
強
い
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。
宗
祠
祭
祀
の
儒
礼
の
繁
瑣
な
威
儀
は
、

こ
う
し
た
「
エ
リ
ー
ト
を
際
立
た
せ
る
シ
ョ
ー
」
に
国
家
的
権
威
の
外
被

を
与
え
る
役
割
を
果
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
儀
礼
を
維
持
す
る
た

め
に
祖
産
を
設
け
て
い
る
点
も
個
々
の
族
員
の
敬
祖
感
情
に
依
存
せ
ず
に

運
営
し
て
行
く
組
織
が
必
要
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

村
落
祭
祀
に
お
け
る
儒
礼
の
滲
透

さ
て
、
上
述
の
如
き
宗
族
の
勢
威
を
外
に
向
か
っ
て
顕
示
す
る
と
い
う

意
味
を
も
つ
宗
祠
儒
礼
の
形
式
は
、
村
落
祭
祀
の
場
に
も
そ
の
影
を
落
し

て
い
る
。
村
落
祭
祀
に
は
当
該
村
民
の
範
囲
だ
け
で
さ
さ
や
か
に
挙
行
さ

れ
る
豊
饒
儀
礼
と
し
て
の
社
祭
や
逐
疫
超
幽
儀
礼
と
し
て
の
中
元
祭
祀
な

ど
、
い
わ
ば
基
層
的
な
小
規
模
祭
祀
と
、
多
数
の
村
外
の
賓
客
を
招
き
、

村
の
社
交
能
力
を
高
め
よ
う
と
す
る
目
的
を
も
っ
た
神
誕
祭
祀
や
建
醜
祭

祀
な
ど
、
い
わ
ば
複
合
的
、
高
次
的
な
大
規
模
祭
祀
と
が
あ
る
。
儒
教
儀

礼
は
宗
族
の
対
外
誇
示
の
機
能
を
本
領
と
す
る
た
め
、
賓
客
の
来
な
い
基

層
祭
祀
に
は
殆
ん
ど
登
場
し
な
い
が
、
賓
客
の
集
ま
る
神
誕
祭
祀
、
建
醜

祭
祀
に
は
し
ば
し
ば
そ
の
姿
を
現
わ
し
て
い
る
。
以
下
、
香
港
新
界
の
例

を
あ
げ
て
み
る
。

I
神
誕
祭
祀

現
在
、
香
港
新
界
で
は
、
天
后
、
北
帝
、
洪
聖
、
車
公
元
帥
、
金
花
夫

人
な
ど
の
神
々
に
関
し
、
そ
の
神
誕
日
に
大
規
模
な
祭
祀
が
挙
行
さ
れ
、

特
に
演
劇
が
献
ぜ
ら
れ
る
場
合
が
多
い
が
、
今
で
は
演
劇
が
主
役
と
な
り
、

村
民
に
よ
る
献
供
儀
礼
は
影
が
薄
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
か
つ
て
は
儒
礼

に
よ
る
献
供
儀
礼
が
行
な
わ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
例
え
ば
、
新
界
沙
田

(
5
)
 

山
炭
囲
の
曽
氏
一
族
（
客
家
系
）
で
は
、
車
公
元
帥
の
誕
辰
祭
祀
に
あ
た
っ

て
、
そ
の
前
夜
に
次
の
よ
う
な
「
祝
旦
預
晩
暖
寿
祝
文
」
を
献
じ
て
い
た

(
6
)
 

こ
と
が
同
村
の
記
録
に
残
っ
て
い
る
。

い
た

恭
し
み
て
惟
う
に
、
降
誕
の
良
辰
、
届
れ
る
の
届
を
待
ち
て
乃
ち

粛
す
。
若
馨
の
微
枕
、
預
日
に
当
り
て
禰
々
深
し
。
既
に
諸
朝
を
侯

ち
て
祝
蝦
の
文
を
行
な
い
、
遂
に
預
晩
に
宜
し
く
し
て
献
崩
の
礼
を

尽
く
す
。
敢
え
て
九
如
の
句
に
擬
し
て
、
用
っ
て
三
祝
の
私
を
申
ぶ
。

道
範
に
向
い
以
っ
て
牲
を
陳
べ
て
、
礼
は
九
叩
を
行
な
い
、
徳
容
に

対
し
て
暖
寿
し
て
、
爵
は
三
康
を
進
む
。
伏
し
て
願
わ
く
は
微
枕
を

障
け
亨
し
、
更
に
衆
信
に
階
投
せ
ん
こ
と
を
祈
る
。
来
朝
は
戯
を
演

じ
、
道
徳
に
憑
り
て
俳
優
を
黎
み
よ
！
此
の
日
は
桃
を
献
じ
、
神

恩
あ
り
て
紳
士
を
庇
せ
ん
こ
と
を
懇
す
。
欣
び
て
五
福
を
歌
い
、
預

め
千
秋
を
祝
さ
ん
。
尚
わ
く
は
亨
け
よ
！

こ
の
文
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
演
劇
を
献
ず
る
正
誕
日
の
前
の
晩
、
曽

氏
一
族
の
紳
士
父
老
が
廟
に
集
ま
り
、
「
九
叩
の
礼
」
（
三
脆
九
叩
首
）
(
7
)
 

と
「
三
康
の
爵
」
（
三
献
の
礼
）
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
山

(6) 
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腹
囲
曽
氏
は
石
エ
と
し
て
財
を
な
し
、
一
時
は
沙
田
渓
谷
に
覇
を
唱
え
た

と
い
う
が
、
元
来
、
そ
の
祠
堂
は
客
家
式
集
合
住
宅
の
一
廂
を
占
め
る
に

す
ぎ
ず
、
宗
祠
祭
祀
で
は
充
分
に
そ
の
勢
威
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
た
め
、
車
公
誕
辰
祭
祀
の
場
で
、
敢
え
て
宗
祠
儀
礼
風
の
儒
礼
を
演
出

し
、
近
隣
諸
村
の
諸
姓
に
そ
の
勢
威
を
顕
示
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

文
中
に
「
紳
士
を
庇
せ
よ
！
」
と
あ
る
点
か
ら
も
、
こ
の
儒
礼
が
曽
氏
の

「
エ
リ
ー
ト
の
対
外
的
シ
ョ
ー
」
の
役
割
を
果
し
て
い
た
こ
と
を
推
定
し

得
る
。
II
建
酷
祭
祀

次
に
華
南
村
落
に
お
い
て
少
く
と
も
十
年
に
一
回
挙
行
さ
れ
る
建
醜
祭

祀
に
お
い
て
は
、
神
誕
祭
祀
の
場
合
よ
り
も
更
に
強
く
儒
礼
の
影
響
が
現

れ
て
い
る
。
こ
の
祭
祀
は
過
去
十
年
間
に
積
も
っ
た
亡
霊
孤
魂
の
陰
気
を

一
掃
し
て
陽
の
気
を
吹
き
込
み
、
天
地
の
順
環
を
正
常
の
位
置
に
戻
す
こ

と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
規
模
が
大
き
く
、
ま
た
近
隣
諸
村
か
ら

招
く
来
賓
も
多
か
っ
た
か
ら
、
宗
族
と
し
て
は
自
ら
の
勢
威
を
外
部
に
向

か
っ
て
誇
示
す
る
絶
好
の
チ
ャ
ソ
ス
で
あ
っ
た
。
宗
族
は
こ
の
機
会
に
自

ら
の
秘
蔵
す
る
書
画
文
物
を
陳
列
し
て
富
力
財
力
を
誇
示
す
る
こ
と
も
少

(
8
)
 

な
く
な
い
。
か
く
し
て
こ
の
よ
う
な
条
件
の
下
で
、
「
宗
族
の
エ
リ
ー
ト

を
外
部
に
際
立
た
せ
る
シ
ョ
ー
」
と
し
て
の
儒
礼
は
、
当
然
そ
の
功
能
を

発
揮
す
る
場
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
そ
の
場
面
を
概
観
し
て
み
る
。

(
-
）
綴
者
の
諸
神
に
対
す
る
儒
礼
儀
式

建
醜
祭
祀
は
三
日
四
夜
、
五
日
六
夜
な
ど
長
期
間
に
わ
た
る
大
規
模
祭

祀
で
神
に
対
す
る
儀
礼
部
分
は
道
士
が
担
当
す
る
が
、
村
落
の
有
力
宗
族

を
中
核
と
す
る
爵
士
父
老
も
神
殿
に
対
し
て
独
自
の
拝
礼
を
行
な
っ
て
お

り
、
そ
の
礼
は
や
は
り
儒
礼
に
よ
っ
て
い
る
。
現
在
、
祭
祀
の
重
点
は
道

士
儀
礼
と
演
劇
に
移
っ
た
た
め
、
こ
の
緒
者
拝
礼
は
簡
略
化
さ
れ
、
或
は

省
略
さ
れ
て
、
目
立
た
な
く
な
っ
た
が
、
か
つ
て
は
盛
大
な
僻
礼
風
式
典

が
挙
行
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
例
え
ば
、
さ
き
の
沙
田
山
腹
囲
の
属
す
る

沙
田
九
約
の
十
年
一
期
建
醜
に
お
い
て
、
曽
氏
と
並
ぶ
こ
の
地
区
の
有
力

(
9
)

（

10) 

宗
族
で
あ
る
大
団
茸
氏
が
「
車
公
元
帥
」
に
献
じ
た
「
建
醜
祭
文
」
は
次

の
ご
と
く
で
あ
る
（
大
団
痒
氏
蔵
）
。

維
れ
光
緒
△
△
年
△
△
月
△
△
日
、
△
△
約
の
縁
首

Q
0、
郷
人

等
、
謹
し
み
て
香
燭
•
消
酌
・
菓
品
・
金
猪
・
食
憫
•
竜
衣
・
幣
吊
・

腺
か
ら
ざ
る
の
儀
を
以
っ
て
、
敢
え
て
昭
ら
か
に
天
后
聖
母
と
車
大

元
帥
の
座
前
に
奉
上
し
、
敬
し
み
て
祝
し
て
曰
わ
く
、
聖
徳
魏
義
と

し
て
九
約
同
じ
く
厚
澤
に
油
い
、
神
恩
浩
蕩
と
し
て
萬
民
共
に
洪
麻

え
ら

を
戴
く
。
深
恩
の
時
に
錫
わ
る
を
念
へ
ば
、
宜
し
く
埃
を
洞
び
て
以

か
つ

て
少
か
酬
ゆ
べ
し
。
前
に
経
て
閾
洞
誠
を
抒
べ
、
共
に
清
酬
一
届
を

建
て
、
絃
に
後
に
梨
園
演
唱
し
、
同
じ
く
聖
壽
無
窮
を
炭
す
。
△
△

村
の
信
士
等
、
誼
と
し
て
同
盟
に
属
す
。
理
と
し
て
当
に
亨
祀
す
べ

あ
っ

し
。
こ
こ
に
於
い
て
虔
し
み
て
微
物
の
膜
か
ら
ざ
る
を
具
え
、
敢
え

て
明
法
の
惟
だ
酪
あ
ら
ん
と
云
わ
ん
。
伏
し
て
願
わ
く
は
洋
々
と
し

い
さ

て
在
す
が
如
く
、
来
た
り
障
け
来
た
り
牲
せ
よ
！
我
が
後
を
啓
き
、

福
禄
無
弧
な
ら
ん
。
士
は
名
を
金
榜
に
登
し
、
農
は
大
い
に
倉
箱
あ

ら
ん
こ
と
を
！
時
は
和
し
世
は
泰
く
、
物
は
阜
ん
に
し
て
民
は
康

な
ら
ん
こ
と
を
！
虔
し
み
て
告
げ
謹
し
み
て
告
ぐ
。

(7) 
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か
つ

こ
の
文
に
は
「
前
に
経
て
…
清
醜
一
届
を
建
て
、
絃
に
後
に
梨
園
演
唱

す
」
と
あ
る
の
で
、
道
士
儀
礼
の
清
醜
終
了
后
、
演
劇
開
始
の
前
夜
に
茸

氏
一
族
の
絹
紳
が
神
棚
に
至
っ
て
こ
の
祝
文
を
奉
献
し
た
も
の
と
見
ら
れ

る
。
祝
文
の
形
式
・
文
言
と
も
に
さ
き
の
錦
田
部
氏
の
宗
祠
春
秋
二
祭
の

も
の
と
同
じ
で
あ
り
、
三
脆
九
叩
頭
、
三
献
の
礼
を
軸
と
し
た
儒
礼
で
あ
っ

た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
大
団
龍
氏
は
沙
田
九
約
二
十
三
ヶ
村
の
最
大
の
宗

族
で
、
二
十
三
ヶ
村
父
老
の
参
集
す
る
こ
の
建
醜
祭
祀
の
機
会
に
自
ら
の

緒
紳
と
し
て
の
勢
威
を
こ
の
儒
礼
風
儀
式
に
よ
っ
て
顕
示
し
よ
う
と
し
た

も
の
と
推
定
し
得
る
。
こ
の
沙
田
九
約
の
山
腹
囲
曽
氏
や
大
囲
罪
氏
の
よ

う
に
、
群
小
の
複
姓
村
落
連
合
の
中
で
の
有
力
宗
族
の
場
合
、
自
族
の
声

威
の
対
外
顕
示
の
場
と
し
て
は
、
少
数
の
族
人
の
み
の
宗
祠
祭
祀
よ
り
も

む
し
ろ
多
数
の
他
姓
の
父
老
を
動
員
で
き
る
村
落
祭
祀
の
場
の
方
が
そ
の

効
果
が
大
き
か
っ
た
た
め
、
村
落
祭
祀
に
儒
礼
が
足
を
の
ば
し
て
く
る
形

に
な
り
易
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

（
二
）
道
士
儀
礼
の
儒
礼
化

次
に
建
醜
儀
礼
の
場
合
、
上
述
の
爵
者
拝
礼
と
は
別
に
祭
祀
の
主
要
部

分
を
担
う
道
士
儀
礼
そ
の
も
の
が
一
部
分
儒
礼
化
し
て
い
る
点
に
注
意
し

(11) 

た
い
。
今
、
屯
門
陶
氏
の
十
年
一
届
建
醜
の
五
日
六
夜
の
道
士
儀
礼
の
う

ち
儒
礼
部
分
を
示
す
と
表
の
通
り
で
あ
る
（
表
2
屯
門
陶
氏
建
醜
祭
祀

儀
礼
日
程
表
）

こ
の
表
に
見
る
ご
と
く
、
こ
の
科
儀
は
道
士
儀
礼
で
は
あ
る
が
儒
教
系

の
も
の
、
仏
教
系
の
も
の
が
混
在
し
て
お
り
、
特
に
「
天
」
を
拝
す
る
儀

礼
に
関
し
て
は
、
儒
教
系
の
も
の
が
多
い
。
以
下
、
そ
の
要
点
を
記
す
。

(
a
)啓
壇
•
発
奏

「
啓
壇
•
発
奏
」
は
道
士
団
が
祭
礼
開
始
に
当
た
り
道
壇
を
開
設
し
、

天
界
諸
神
を
祭
場
に
招
く
儀
礼
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
〈
盟
洗
〉
〈
粛

衣
整
冠
〉
の
二
つ
の
科
儀
は
さ
き
の
宗
祠
春
秋
二
祭
の
中
堂
賛
礼
に
お
け

る
〈
盟
洗
〉
〈
粛
整
衣
冠
〉
を
模
倣
し
た
も
の
で
あ
り
、
形
式
と
し
て
は

道
士
団
と
村
の
代
表
で
あ
る
縁
首
団
が
そ
れ
ぞ
れ
一
列
に
向
か
い
合
っ
て

整
列
、
奏
楽
の
う
ち
に
払
子
を
手
に
し
た
黒
衣
の
礼
生
二
人
が
、
先
ず
道

士
の
一
人
を
誘
瑯
し
、
香
案
の
後
方
左
に
置
い
た
盟
架
の
前
に
至
っ
て
手

を
洗
わ
せ
、
次
い
で
同
じ
く
香
案
後
方
右
に
置
い
た
鏡
架
の
前
に
至
り
、

鏡
に
向
か
い
衣
冠
を
整
え
さ
せ
る
。
以
下
同
じ
形
式
で
道
士
全
員
を
、
次

い
で
縁
首
全
員
を
一
人
ず
つ
監
洗
、
整
冠
せ
し
め
る
。

次
に
「
賜
酒
」
に
う
つ
る
。
形
式
と
し
て
は
、
右
の
粛
衣
整
冠
の
あ
と
、

主
道
士
が
杯
を
と
り
、
香
案
の
前
の
地
に
酒
を
潅
ぐ
。
こ
れ
は
さ
き
の
宗

祠
儀
礼
の
〈
上
香
の
礼
〉
の
と
き
、
主
祭
が
酒
を
地
に
潅
い
で
地
を
祀
り

場
地
を
浄
め
る
儀
礼
を
踏
製
し
た
も
の
で
あ
る
。
次
い
で
、
対
面
整
列
し

た
道
士
と
縁
首
の
一
人
一
人
に
礼
生
が
酒
杯
を
配
り
、
両
集
団
は
歩
み
よ
っ

て
中
央
に
会
し
、
酒
を
飲
み
交
わ
す
。
こ
れ
は
古
代
の
儒
礼
〈
郷
飲
酒
の

礼
〉
に
模
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
一
面
で
は
、
さ
き
の
宗
祠
祭
儀
の

「
飲
福
」
の
形
式
を
踏
襲
し
た
も
の
と
も
解
し
得
る
。
以
上
、
極
め
て
儒

礼
の
色
彩
が
濃
厚
で
荘
重
な
威
儀
を
演
出
し
て
い
る
。

(
b
)
迎
榜

「
迎
榜
」
は
、
天
帝
に
対
し
て
村
民
が
全
員
連
名
で
福
を
賜
う
よ
う
に

上
奏
し
た
奏
文
（
榜
）
を
、
天
帝
が
嘉
納
（
批
准
）
し
給
い
、
改
め
て
そ

(8) 
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の
奏
文
を
榜
文
と
し
て
村
民
に
下
賜
さ
れ
る
の
を
、
道
士
団
と
縁
首
が
迎

接
す
る
儀
礼
で
あ
る
。
さ
き
の
「
発
奏
」
と
同
じ
く
、
道
士
・
縁
首
は

〈
盟
洗
＞
〈
粛
衣
整
冠
〉
〈
賜
酒
〉
を
行
な
い
、
最
后
に
道
士
が
奏
文

〔
榜
〕
に
署
名
し
て
、
こ
れ
を
縁
首
に
引
き
わ
た
す
。
縁
首
は
こ
れ
を
受

け
と
り
、
榜
亭
に
こ
れ
を
貼
る
。
こ
の
大
榜
接
受
に
当
た
り
、
筆
頭
縁
首

は
赤
い
欅
を
か
け
て
臨
む
。
こ
れ
は
宗
祠
儀
礼
の
「
主
祭
」
の
姿
を
踏
襲

し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
雑
姓
村
落
で
は
、
縁
首
の
外
に
こ
の
大
榜
接
受

の
役
と
し
て
特
に
「
撹
榜
公
」
を
立
て
る
場
合
が
あ
る
。
「
撹
榜
公
」
は

村
内
で
特
に
福
寿
に
恵
ま
れ
た
も
の
（
子
孫
が
多
く
死
者
の
な
い
家
の
戸

主
）
が
選
ば
れ
る
が
、
や
は
り
赤
祁
を
か
け
て
臨
む
。
こ
れ
も
儒
礼
風
と

言
え
る
。

(
C
)

迎
聖

「
迎
聖
」
は
さ
き
に
「
発
奏
」
で
招
待
状
を
発
し
た
天
帝
（
三
清
•
玉
皇
）

が
祭
場
に
降
臨
し
給
う
の
を
、
道
士
団
・
縁
首
団
が
迎
え
る
儀
式
で
、
全

建
醜
儀
礼
中
、
最
高
潮
を
な
す
。
こ
こ
で
も
、
「
発
奏
」
、
「
迎
榜
」
と

同
じ
く
、
道
士
団
・
縁
首
団
は
〈
盟
洗
〉
・
〈
粛
衣
整
冠
＞
．
〈
賜
酒
〉

の
礼
を
行
な
っ
た
の
ち
、
礼
生
二
人
に
伴
わ
れ
た
道
士
が
一
人
づ
つ
、
三

清
の
神
位
を
祀
る
天
階
の
下
に
至
り
、
三
脆
九
叩
頭
の
礼
を
行
な
う
。
全

＜
儒
礼
を
模
し
た
形
式
で
あ
る
。

(
d
)
受
昨

祭
儀
の
終
了
し
た
翌
朝
、
村
人
達
は
神
棚
に
赴
き
、
昨
肉
の
分
配
を
受

け
る
。
こ
れ
も
宗
祠
儀
礼
の
最
終
段
階
で
参
列
し
た
衆
孫
が
昨
肉
の
分
配

を
受
け
る
形
を
踏
製
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

以
上
、
広
東
正
一
派
道
士
の
建
醜
儀
礼
の
儒
礼
要
素
を
概
観
し
た
。
元

来
儒
礼
と
は
別
系
統
の
追
士
が
儒
礼
を
と
り
込
ん
で
い
る
の
は
、
宗
祠
儒

礼
を
金
科
玉
条
と
し
て
き
た
宗
族
絹
紳
の
要
求
に
適
応
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
た
め
と
見
ら
れ
る
が
、
道
士
側
に
も
拝
天
主
義
の
思
想
が
あ
り
、
両
者

の
妥
協
の
上
に
今
日
の
広
東
特
有
の
儒
礼
風
道
教
儀
礼
が
成
立
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
広
東
道
士
に
も
上
下
の
階
層
区
分
が
あ
り
、
儒
礼

を
と
り
入
れ
て
い
る
の
は
、
主
と
し
て
宗
族
村
落
の
祭
祀
に
出
仕
す
る
高

級
道
士
に
限
ら
れ
る
。
漁
村
や
市
鎖
で
活
躍
す
る
下
級
道
士
に
は
こ
の
よ

う
な
儒
礼
要
素
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
み
て
も
儒
礼
要
素
が
宗
族
の
村
落
支

配
を
背
景
と
し
て
道
教
儀
礼
に
入
り
込
ん
だ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

四
宗
祠
祭
祀
に
お
け
る
俗
礼
（
演
劇
）
の
瑯
入

さ
て
、
次
に
上
述
と
は
反
対
に
宗
祠
祭
祀
の
雅
礼
（
儒
礼
）
に
俗
礼

（
油
劇
）
が
導
入
さ
れ
て
く
る
現
象
に
つ
い
て
の
べ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

香
港
新
界
の
大
宗
族
村
落
で
は
こ
の
よ
う
な
現
象
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、

広
東
省
南
海
県
・
順
徳
県
な
ど
の
宗
族
村
落
に
そ
の
例
が
多
い
。
宗
祠
の

祖
先
祭
祀
は
元
来
、
儒
礼
の
み
で
行
な
う
べ
き
も
の
で
、
演
劇
を
祖
先
に

奉
献
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
通
常
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、

広
東
で
は
清
代
中
業
以
降
、
こ
の
よ
う
な
習
俗
が
大
宗
族
の
中
で
形
成
さ

れ
て
く
る
。
そ
の
理
由
は
何
か
、
こ
の
点
を
宗
祠
本
来
の
儒
礼
と
の
関
係

で
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
先
ず
実
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

(12) 

広
東
省
順
徳
県
大
良
村
の
竜
氏
一
族
は
、
江
西
か
ら
東
莞
県
を
経
て
元

末
に
大
良
村
に
入
っ
た
と
い
う
。
そ
の
と
き
一
族
の
嗣
崇
と
嗣
広
の
二
人

(9) 
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の
兄
弟
が
房
を
分
か
ち
、
前
者
は
東
門
房
、
後
者
は
碧
鑑
房
と
し
て
分
立

す
る
（
図
3

順
徳
大
良
龍
氏
世
系
図
）
。
そ
の
後
、
清
代
中
期
に
至
り
、

両
房
は
再
統
合
し
、
共
同
し
て
大
宗
祠
敦
厚
堂
を
建
て
た
。
嘉
慶
二
十
二

年
以
後
、
進
士
・
挙
人
を
出
す
ご
と
に
、
こ
の
大
宗
祠
に
お
け
る
祖
先
拝

謁
の
儀
式
に
演
劇
を
挙
行
し
て
き
た
、
と
い
う
。
こ
の
演
劇
に
つ
い
て
は

そ
の
費
用
の
一
部
を
祖
産
か
ら
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
運
営
に

(13) 

関
し
て
同
治
十
三
年
に
次
の
よ
う
な
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

一
、
郷
会
試
に
て
〔
式
に
中
れ
る
者
〕
、
祖
に
謁
す
る
と
き
は
、
戯
四

本
を
演
じ
、
太
祖
の
た
め
に
疫
賀
せ
よ
！
そ
の
戯
価
は
句
く
各
祖
嘗

内
に
派
し
て
支
出
せ
よ
！
東
房
思
成
堂
は
一
本
、
南
房
文
明
堂
は
一

本
、
余
の
二
本
は
中
式
の
孫
の
近
支
の
祖
営
内
よ
り
酌
批
し
て
分
派
せ

よ
！
毎
本
八
十
円
を
限
と
な
し
、
四
本
共
に
三
百
二
拾
元
と
す
。
多

く
用
う
れ
ば
、
中
式
の
孫
の
身
上
の
補
足
に
係
る
。
こ
れ
旧
例
な
り
。

後
、
戯
価
敷
ね
か
ら
ざ
る
に
因
り
、
通
融
し
て
舘
理
し
四
本
の
価
を
井

せ
て
三
本
を
演
ず
。
今
戯
価
日
に
増
し
て
昂
貴
た
り
。
必
ず
須
ら
く
加

増
す
べ
し
。
四
本
或
は
三
本
を
演
ず
る
に
論
な
く
、
共
に
準
を
定
め
、

陸
百
円
を
限
と
な
す
。
…

こ
れ
に
よ
る
と
、
相
当
高
価
な
演
劇
を
演
じ
て
お
り
、
そ
の
費
用
を
す

べ
て
東
房
思
成
堂
、
南
房
文
明
堂
、
及
び
そ
の
他
の
祖
産
か
ら
出
す
こ
と

に
し
て
い
る
。
戯
価
が
上
が
っ
て
く
る
と
、
本
数
を
へ
ら
し
、
戯
班
の
レ

ベ
ル
を
落
さ
な
い
よ
う
に
つ
と
め
て
い
る
。

ま
た
こ
の
時
の
戯
台
の
設
営
も
豪
華
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
次
の

(14) 

よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

祠
内
の
筵
廠
、
原
よ
り
一
定
の
規
模
あ
り
て
増
減
す
べ
き
な
し
。
惟

だ
頭
門
外
は
地
勢
寛
展
な
れ
ば
、
漫
と
し
て
限
制
な
き
は
可
な
ら
ず
。

今
準
を
定
め
、
戯
台
・
子
棚
・
地
台
・
棋
築
•
更
廠
•
橋
路
、
通
じ
て

共
に
五
百
井
を
以
っ
て
限
と
な
す
。
装
修
銀
は
一
十
両
を
以
っ
て
限
と

な
し
、
祠
内
外
及
び
子
棚
上
に
懸
掛
す
る
灯
色
の
価
銀
は
四
拾
両
を
以
っ

て
限
と
な
す
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
お
そ
ら
く
頭
門
に
戯
台
を
か
け
、
祠
内
に
棋
薙
（
左

右
観
覧
席
）
と
地
台
（
芝
生
席
）
を
作
り
、
頭
門
外
の
広
場
に
更
廠
（
夜

回
り
小
屋
）
、
子
棚
（
客
庁
）
な
ど
を
作
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
極
め

て
大
が
か
り
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
一
族
で
は
宗
祠
で
の
演
劇
上
演
は
、
進
士
か
挙
人
の

出
た
と
き
に
限
ら
れ
る
が
、
族
譜
に
よ
る
と
、
一
族
の
挙
人
、
進
士
は
道

光
二
十
八
年
(
-
八
二
二
）
か
ら
光
緒
三
十
年
（
一
九

0
四
）
ま
で
の
八

(15) 

十
年
間
に
、
二
十
人
に
の
ぽ
る
（
表
3

大
良
龍
氏
進
士
・
挙
人
合
格
者
）
。

従
っ
て
平
均
し
て
四
年
に
一
回
の
割
合
で
宗
祠
演
劇
が
挙
行
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
し
か
も
そ
の
合
格
者
は
す
べ
て
南
房
碧
鑑
房
か
ら
出
て
お

り
、
従
っ
て
そ
の
費
用
は
、
東
門
房
思
成
堂
が
四
分
の
一
を
負
担
す
る
ほ

か
は
、
す
べ
て
碧
鑑
房
系
の
祖
産
が
負
担
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
こ
と
を
綜
合
し
て
、
こ
の
宗
祠
演
劇
の
機
能
、
或
は
瑯
入
の
原

因
を
考
え
る
と
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
さ
き
の
儒
礼
と
の
関
連
で
ほ
ぽ

次
の
よ
う
に
言
え
る
と
思
う
。

前
述
の
よ
う
に
、
宗
祠
春
秋
祭
祀
の
儒
礼
は
、
敬
祖
を
名
目
と
は
し
て

い
る
も
の
の
、
実
質
的
に
は
族
内
の
エ
リ
ー
ト
を
際
立
た
せ
る
シ
ョ
ー
で

(10) 
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あ
り
、
宗
族
は
こ
れ
に
よ
っ
て
対
外
的
に
は
自
族
の
勢
威
を
顕
示
す
る
と

共
に
、
分
節
各
派
を
競
争
さ
せ
統
合
を
強
化
す
る
機
能
を
も
っ
て
い
た
。

清
代
後
期
に
分
派
を
再
統
合
し
編
成
さ
れ
た
大
良
村
龍
氏
の
よ
う
な
ケ
ー

ス
で
は
、
大
宗
祠
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
て
い
る
分
支
間
の
同
祖
意
識
は
空

洞
化
し
て
お
り
、
従
っ
て
宗
祠
儒
礼
は
、
宗
教
的
敬
祖
行
事
と
い
う
よ
り

は
、
族
内
エ
リ
ー
ト
を
対
外
的
に
顕
示
す
る
シ
ョ
ー
と
い
う
性
格
が
強
く

な
る
。
同
族
意
識
が
空
洞
化
す
る
中
で
こ
の
よ
う
な
シ
ョ
ー
を
維
持
し
よ

う
と
す
れ
ば
、
族
員
の
醐
金
に
頼
ら
ず
に
共
有
財
産
で
ま
か
な
う
他
は
な

く
、
祖
産
の
拡
大
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
事
実
、
龍
氏
の
場
合
、

咸
豊
以
後
、
祖
産
の
新
設
が
急
増
し
、
旧
来
の
祖
産
も
規
模
を
拡
大
し
て

(16) 

い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
族
内
エ
リ
ー
ト
の
顕
彰
に
よ
る
自
族
の
勢
威
の

対
外
的
顕
示
と
い
う
こ
と
が
自
己
目
的
に
な
っ
て
く
る
と
、
例
え
ば
進
士

や
挙
人
が
出
た
場
合
に
は
、
宗
祠
で
の
儀
礼
（
儒
礼
）
を
拡
大
す
る
動
き

が
で
て
く
る
。
そ
の
う
ち
に
儒
礼
よ
り
も
外
部
へ
の
ア
ピ
ー
ル
と
い
う
点

で
効
果
の
大
き
い
演
劇
が
儒
礼
の
席
を
奪
っ
て
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。

宗
祠
演
劇
が
通
常
の
春
秋
祭
祀
で
は
な
く
、
郷
会
試
合
格
者
の
謁
祖
儀
式

か
ら
起
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
謁
祖

儀
式
に
お
け
る
演
劇
の
樽
入
は
、
次
い
で
進
士
・
挙
人
を
生
む
単
位
で
あ

る
支
派
間
の
対
外
的
声
望
・
族
内
指
瑯
権
を
競
う
競
争
を
生
み
、
各
支
派

は
自
派
祖
先
の
神
主
位
牌
を
大
宗
祠
に
入
祀
さ
せ
る
進
主
の
儀
式
で
も
華

(17) 

美
を
競
っ
て
演
劇
を
導
入
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
広
東
の
大
宗

祠
で
は
、
謁
祖
↓
進
主
の
順
で
演
劇
が
拡
大
し
、
こ
れ
は
更
に
新
春
の
団

(18) 

拝
儀
式
に
も
及
ん
で
行
く
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
演
劇
は
、
春
秋
二
祭
の

儒
礼
と
対
立
す
る
俗
礼
の
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
実
は
対
立
物
で
は
な
く
、

儒
礼
自
体
に
内
在
し
て
い
た
宗
族
の
対
外
的
自
己
顕
示
と
い
う
本
質
が
外

在
的
に
展
開
し
た
、
種
の
転
化
形
態
、
或
は
発
展
形
態
と
言
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。五

結

語

以
上
、
宗
族
の
自
己
顕
示
と
し
て
の
儒
礼
が
演
劇
に
展
開
す
る
内
在
的

必
然
性
に
つ
い
て
論
じ
た
。
こ
の
展
開
は
、
中
国
の
宗
族
が
十
六
世
紀
中

薬
以
降
、
分
節
分
派
間
の
連
結
・
統
合
を
強
め
、
時
に
は
同
祖
関
係
が
明

確
で
な
い
同
姓
集
団
の
間
で
さ
え
も
無
理
に
族
譜
を
遡
ら
せ
、
共
同
の
祖

先
を
擬
定
し
て
合
同
す
る
な
ど
、
ひ
た
す
ら
そ
の
規
模
を
拡
大
し
て
行
く

歴
史
過
程
に
対
応
し
て
い
る
。
宗
族
が
そ
の
組
織
拡
大
に
走
っ
た
理
由
は
、

不
在
地
主
制
の
進
展
に
よ
り
宗
族
の
郷
村
支
配
力
が
弱
ま
っ
て
、
収
租
・

水
利
な
ど
在
地
の
問
題
の
解
決
で
さ
え
府
県
官
府
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
っ

た
結
果
、
個
々
の
宗
族
に
と
っ
て
は
府
県
官
僚
と
の
交
渉
力
を
昂
め
る
た

め
に
規
模
の
拡
大
を
は
か
り
、
不
断
に
科
挙
合
格
者
を
国
家
に
送
り
こ
む

盆

19)

こ
と
を
利
益
と
し
、
か
つ
必
要
と
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
か
く

し
て
各
分
節
を
つ
な
ぐ
宗
族
祭
祀
、
或
は
神
誕
、
建
酷
な
ど
の
大
規
模
村

落
祭
祀
は
宗
族
の
組
織
拡
大
に
と
っ
て
重
要
な
機
能
を
担
う
こ
と
に
な
る
。

儒
礼
が
村
落
祭
祀
に
滲
透
し
た
の
は
、
同
族
の
各
分
節
が
一
部
の
上
昇
し

(20) 

た
分
派
を
中
心
に
統
合
を
強
め
て
行
っ
て
「
同
族
連
合
」
を
形
成
す
る
時

期
で
あ
り
、
宗
祠
に
演
劇
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
元
来
、
血
縁
意
識
が
稀

蒲
で
あ
っ
た
同
姓
団
体
が
族
譜
を
遡
ら
せ
て
共
通
の
始
祖
を
擬
定
し
、
こ

(11) 
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(21) 

の
始
祖
を
祀
る
大
宗
祠
を
新
設
し
、
こ
れ
を
媒
介
に
「
同
族
合
同
」
を
形

成
し
た
時
期
で
あ
る
。
本
稿
の
検
討
し
た
範
囲
で
言
え
ば
、
新
界
宗
族
は

前
者
の
、
順
徳
県
宗
族
は
後
者
の
例
に
あ
た
る
。
何
れ
に
し
て
も
宗
族
に

と
っ
て
組
織
拡
大
の
上
か
ら
祭
祀
が
重
要
性
を
増
し
た
こ
と
に
よ
る
変
化

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

そ
し
て
以
上
の
情
勢
は
儒
礼
と
の
調
和
的
接
合
を
求
め
ら
れ
る
に
至
っ

た
演
劇
の
側
に
も
変
化
を
惹
き
お
こ
す
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
こ
れ
に
つ

い
て
附
言
し
て
結
び
と
し
た
い
。

元
来
、
演
劇
は
社
祭
の
迎
神
・
逐
疫
な
ど
の
場
面
で
巫
親
が
行
な
う
神

霊
降
臨
の
憑
依
演
出
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
儒
礼
と
は
縁
が
海
い
。

原
始
的
な
神
霊
降
臨
の
主
役
は
、
田
土
の
豊
饒
を
恵
む
田
神
（
社
公
）
、

水
を
恵
む
竜
神
、
田
土
を
拓
く
開
山
神
、
或
は
悪
疫
を
逐
う
英
霊
神
な
ど

で
、
我
が
国
の
翁
、
黒
尉
、
三
番
皮
な
ど
、
色
が
黒
く
面
貌
怪
異
な
土
俗

臭
の
強
い
素
朴
な
神
々
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
面
影
は
、
近
年
発

(22) 

見
さ
れ
た
安
徽
池
州
貴
池
県
の
熊
戯
に
登
場
す
る
趙
公
元
帥
（
黒
面
垂
樗

の
神
で
害
鳥
を
逐
い
、
財
を
も
た
ら
す
）
、
貴
州
徳
江
県
の
難
堂
戯
の
開

(23) 

山
神
（
斧
を
手
に
荒
土
を
招
く
神
）
な
ど
に
認
め
ら
れ
る
。
鬼
を
逐
う
関

羽
、
周
倉
、
鍾
旭
な
ど
黒
面
、
紅
面
、
黒
栂
の
神
々
に
も
農
神
、
田
神
の

面
影
は
宿
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
農
耕
儀
礼
の
場
で
演
ぜ
ら
れ
た
初
期
演

劇
の
儀
礼
演
目
、
降
神
演
出
の
原
型
に
近
い
も
の
と
認
め
得
る
。

し
か
る
に
清
代
以
降
の
宗
族
村
落
で
涸
ぜ
ら
れ
る
地
方
劇
の
儀
礼
旗
目

に
は
、
右
の
よ
う
な
農
神
、
田
神
の
面
影
は
全
く
な
い
。
こ
こ
に
登
場
す

る
神
々
は
箱
紳
官
僚
の
衣
服
（
儒
服
）
を
ま
と
っ
た
「
福
禄
寿
」
「
天
官
」

な
ど
で
、
明
ら
か
に
宗
祠
祭
祀
で
培
わ
れ
た
宗
族
祖
先
神
の
儒
礼
風
の
風

格
で
あ
る
。
貴
池
の
難
戯
に
も
こ
の
種
の
官
綴
的
神
格
は
登
場
し
て
お
り
、

既
に
明
代
か
ら
宗
族
化
（
儒
礼
化
）
の
傾
向
が
始
ま
っ
て
い
た
と
推
定
さ

れ
る
。
以
下
、
こ
の
宗
族
的
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
若
干
、
例
示
し
て
み
る
。

ま
ず
、
現
在
の
華
南
地
方
劇
の
儀
礼
演
目
に
最
も
広
く
登
場
す
る
の
は

「
天
官
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
白
面
黒
髯
の
仮
面
に
赤
い
官
服
を
着
、
「
加

官
晋
禄
」
の
標
語
を
観
衆
に
示
す
。
明
ら
か
に
官
爵
を
希
求
す
る
宗
族
の

(24) 

願
望
を
演
出
し
て
い
る
。

次
に
科
挙
の
神
「
魁
星
」
を
登
場
さ
せ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
貴
池
の
難

戯
に
も
魁
星
が
出
る
。
こ
の
魁
星
は
台
湾
社
頭
癖
氏
の
宗
祠
春
秋
二
祭
で

(25) 

は
、
儒
礼
の
末
尾
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
、
明
ら
か
に
宗
族
儀

礼
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
子
孫
、
特
に
男
子
誕
生
を
祈
る
演
出
も
多
い
。
「
福
」
（
添
丁
）
、

「
禄
」
（
加
官
）
、
「
寿
」
（
長
命
）
を
司
る
三
老
人
が
降
臨
す
る
「
三

(26) 

星
棋
照
」
に
そ
の
願
望
が
表
れ
て
い
る
が
、
「
添
丁
」
の
た
め
に
特
に

(21) 

「
天
妃
送
子
」
を
演
出
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
も
宗
族
観
念
に
対
応
し

た
涸
出
で
あ
る
。

(28) 

更
に
専
ら
科
挙
合
格
を
演
出
す
る
「
金
榜
」
を
出
す
こ
と
も
多
い
。
こ

れ
は
状
元
と
な
っ
た
若
者
が
若
妻
と
共
に
天
地
・
祖
宗
を
拝
す
る
演
出
で
、

さ
き
の
「
謁
祖
儀
式
」
を
模
し
た
も
の
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
中
国
の
地
方
劇
の
儀
礼
涸
目
が
股
饒
儀
礼
の
場
に
相
応
し

か
ら
ぬ
「
宗
族
繁
栄
」
の
儒
教
系
儀
礼
を
演
出
す
る
の
は
、
本
稿
で
の
ベ

た
ご
と
く
、
村
落
の
油
劇
が
宗
族
の
宗
祠
儒
礼
の
場
に
と
り
込
ま
れ
、
宗

(12) 
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ー 族
観
念
に
接
合
す
る
よ
う
に
改
編
さ
せ
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
、
敬
祖
に
名
を
借
り
た
族
内
エ
リ
ー
ト
の
対
外
顕
示
の
シ
ョ
ー
と

し
て
の
儒
礼
の
自
己
展
開
の
一
形
態
で
あ
る
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

通
常
の
演
目
の
中
に
も
「
元
旦
祝
寿
」
の
場
な
ど
、
宗
族
儀
礼
（
儒
礼
）

を
旗
出
す
る
場
面
は
少
な
く
な
い
が
、
そ
の
検
討
は
他
日
に
譲
る
。

注
錦
田
郡
氏
の
よ
り
包
括
的
な
世
系
図
に
つ
い
て
は
、
田
仲
一
成
『
中

国
の
宗
族
と
演
劇
』
（
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
八
五
）
一
四
一
頁
、

九
三
八
頁
。

香
港
中
文
大
学
聯
合
書
院
図
書
館
、
香
港
資
料
宝
蔵
、
『
錦
田
文
献
』

所
収
。

茂
荊
堂
の
内
部
構
造
、
対
聯
、
直
額
な
ど
に
つ
い
て
は
田
仲
前
掲
書

九
四
四
頁
。

末
成
道
男
「
漠
人
の
祖
先
祭
祀
(
-
)
」
（
『
聖
心
女
子
大
学
論
叢
』

第
五
〇
集
・
一
九
七
七
）
一
四
四
？
四
五
頁
。

山
腹
囲
曽
氏
及
び
そ
の
祠
堂
に
つ
い
て
は
田
仲
一
成
『
中
国
郷
村
祭

祀
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
八
九
）
一

0
四
二
頁
。

香
港
中
文
大
学
聯
合
書
院
図
書
館
、
香
港
資
料
室
蔵
『
沙
田
文
献
』

所
収
。

台
湾
東
部
海
岸
•
羅
東
の
天
后
廟
誕
辰
祭
祀
は
儒
礼
で
行
な
わ
れ
て

い
る
。
一
九
八
三
年
度
の
式
次
第
は
次
の
如
く
で
あ
っ
た
。

、
三
献
礼
開
始
。
二
、
鼓
初
厳
。
三
、
鼓
再
厳
。
四
、
鼓
三
厳
。

16 15 14 13 12 11 10 9 8
 

五
、
排
班
（
主
引
箔
、
班
斉
）
。
六
、
執
事
者
各
就
位
。
七
、
糾
低

生
昇
偕
監
礼
。
八
、
陪
祭
者
就
位
。
九
、
正
献
生
就
位
°
+
、
啓
扉
。

十
一
、
径
毛
血
（
奏
楽
）
。
十
二
、
迎
神
°
+
―
―
―
、
進
燎
（
奏
楽
）
。

十
四
、
行
上
香
礼
。
十
五
、
行
請
祝
礼
。
十
六
、
行
三
献
礼
。
十
七
、

陪
祭
者
及
各
界
上
香
°
十
八
、
正
献
生
行
飲
福
受
昨
礼
。
十
九
、
徹

餓
（
奏
楽
）
。
二
十
、
送
神
。
二
十
一
、
読
祝
者
捧
祝
。
二
十
二
、

望
燎
。
二
十
三
、
復
位
。
二
十
四
、
関
扉
。
二
十
五
、
徹
班
°
二
十

六
、
礼
成
（
嗚
抱
）
。

山
腹
囲
曽
氏
の
神
誕
祭
祀
も
ほ
ぽ
こ
れ
と
同
じ
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

宗
族
が
祭
祀
に
あ
た
り
書
画
文
物
を
陳
列
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

田
仲
一
成
『
中
国
祭
祀
演
劇
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
八

一
）
四
五
頁
。

大
囲
罪
氏
に
つ
い
て
は
田
仲
前
掲
書
（
注
5
)

1
0
0五
頁
以
下
。

前
掲
（
注
6
)

『
沙
田
文
献
』
所
収
。

屯
門
陶
氏
建
醜
の
詳
細
に
つ
い
て
田
仲
前
掲
（
注
5
)
書
八
一
七
頁
。

以
下
、
順
徳
県
大
良
村
龍
氏
に
つ
い
て
は
、
西
川
喜
久
子
「
順
徳
団

練
総
局
の
成
立
」
（
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
0
五
•
一
九
八

八
）
二
九
一
頁
以
下
に
よ
る
。

民
国
十
一
年
重
修
『
龍
氏
族
譜
』
（
敦
厚
堂
刻
本
・
中
山
図
書
館
蔵

本
）
所
録
。

同
前
族
譜
所
録
。

西
川
前
掲
（
注
12)
論
文
二
九
六
頁
以
下
。

西
川
同
前
論
文
三

0
八
頁
以
下
。

(13) 
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17 

田
仲
前
掲
（
注
8
)
書
五

0
六
頁
。
広
東
番
黒
県
芳
村
謝
氏
の
入
主

演
劇
の
例
°

田
仲
前
掲
（
注
1
)
書
九
―
―
頁
。
広
東
高
要
県
水
坑
謝
氏
の
新
春

団
拝
演
劇
の
例
°

上
田
信
「
地
域
と
宗
族
」
（
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
九
四
•
一

九
八
四
）
一
五
二
頁
以
下
。

上
田
同
前
論
文
一
五
四
頁
。

上
田
同
前
論
文
一
五
五
頁
。

28 27 26 25 24 23 22 

田
仲
前
掲
（
注
5
)

一
九

0
頁
以
下
。

高
倫
『
貴
州
難
戯
』
（
貴
州
人
民
出
版
社
・
一
九
八
七
）
口
絵
二
頁
。

田
仲
一
成
「
神
霊
降
臨
の
演
出
ー
中
国
の
場
合
ー
」
・
『
祭
り
は
神
々

の
パ
フ
ォ
ー
マ
ソ
ス
』
（
力
富
書
房
•
一
九
八
七
）
七

末
成
前
掲
（
注
4
)
論
文
―
四

0
頁。

田
仲
前
掲
（
注
5
)
論
文
七
一
頁
。

田
仲
同
前
論
文
七
九
頁
。

田
仲
同
前
論
文
七
四
頁
。

(14) 
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十

六

十

七

十

八

．．．．．． 
…
…
…
三
十
一

••••••••••••••••• 

｝
胃
―

思
成
堂
寛
（
第
三
子
）
ー
~

逮
（
第
一
子
）
ー

予
広
舎
[
[
い
□

1
}昭
祖

盈
喜
日
旭
ー
闊
↑

i元
亮
自
朋
梓
山
不
隻
幸
念
責
ー
嬰
ー
伊
尚

i

仁
／
〗

9
9
9
/
T
1
9
/

図
l

錦
田
部
氏
世
系
図

始

祖

二

三

四

（宋）

五

’’ /' 

牌
板
に
列
記

七

I¥ 

九

十

十

一

十

二

十

三

十

四

十

五

（

元

）

翁

）

(15) 
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梯

左，和 1 中，森 I右，和

ヽ~

二階 二階

! j ， I ． l 
' ， 

i ; ， 
； i 

忠゚孝゚

， 
： 

，-・-・-・---・--・-・-； ， ・-・-・-・ —·-·-·-·-·-
"""""""""' ， '"""""''"""""""' 

。：＇ 鋭
;o 

絹 鎮
＇ i 仁亡二］ i 

I 8世祖亡］ 亡コこコエニコ亡コ ［コ I8世祖

I 8世祖亡コ 広 広 ：広 廷 亡コ 18世祖

I 9 世祖亡コ 海 深 i玲 禎 亡 I8世祖

I 9世祖 Eコ

＾ ^  
'r"',  

＾ 
亡 I9世祖

仁 第 第 l第 第 ヒコ
仁コ 昭 四 ’’’ ： 

" 
穆 亡． 

""' 
仁コ 祖 子 子 子 子 祖 亡コ
仁 Eコ

20 - 仁 神
、-
ヽ ヽ ⇔ヽ 神

にコ
31 世祖 亡 位 位

ヒコ 20 -
［コ ヒコ 31 世祖

亡コ Eコ
仁 仁

ヒコ 仁コ

Eコ ヒコ

゜ ゜ロ
△ △ △ △ △ △ 祭△主 △ △ △ △ △ △ 

ロ堕
洗

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 
所

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 子

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 
孫

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 

↑ 

I 

門 房 門 房

'".  """' 

頭 門

中

堂

図

2
茂

荊

堂

春

秋

胴

祭

俵

式

配

置

図

梯

院

子

(16) 
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2 I 

； 
＇ 
＾ ヽ
嬰ロロ

4 3 2 1 

赴荏室合抱ツ 赴堂中三-抱 赴祠鼠泡- 手掌抱吹 ＾ ヽ
＾ 整粛衣 携^  晶ッ 塁

冠
'--' 

6 5 4 3 2 1 

＾ 焚幣 蔽＝ 亜献 初献 上香 排 ヽ

班 誓
敗^  ぎ 胃

2 I ヘ
四

悶 ! 
、-
迎
主

I I 

I 
， 8 7 6 5 4 3 2 1 

合

焚幣 飲福 ＿献＝ 再献 初献 上香 ， 喜 讐 、一塁
受昨． ＾ 辞、版- i 吝 冠 胃

2 I ， 初献 全
/' 、一
送...... 

表

l

茂
荊
堂
春
秋
祠
祭
俊
式
次
第

(17) 
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後
後

正
正

正
前

＇ 
"
'
"
 

"
"
"
"
 

""""● 
日

日
日

日
日

日
日

上
卓
晩
こ卓雷

晩
午
下
上午

晩
午
下
上午
晩
午
下
上午
時

午

悶冒
詐分酬神
聖接牌
臭幽眉誓喜晋
儡轟喜

〗
喜
眉
贔
轟
儡
畠
倉
眉
虐
轟
啓
壇
迎
神
水
取
揚施
傲

．
 
.
 

打武
羹

礼

II
道
儒
II
道
仏
II
II 
II 
II
道
儒
道
俯
II
II
道
仏
/
/
II 
II 
/I
道
償
II
II
道
嚢

胃
晨
晨

胃
．
 

．
 

I
 I
 

冠
I
 

冠

儒礼

．
 
．
 

．
 

要

贋
胃

闊
素

!
 眉

表2屯門陶氏建醜祭祀儀礼日程表
(OOI) 



617 

東
房
（
東
門
房
開
祖
）

霰
平
0

|
も
|
人
了
9

0

'

嗣崇ら
1
0
|
0
|
應
樹
|
|．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

（

贅

堂

）

□

11問
祖

）

（

思

成

堂

）

図
3

順
徳
大
良
龍
氏
世
系
図

（宋）

始

祖

二

四

五

（元）

六

七

J¥ 

ー

ー

宣

沢

葵

達

（
崇
徳
堂
）
（
躍
波
祖
）

（

文

ロ

ニ

□

い

パ

祖

）

（
異
虞
祖
）

（
明
初
）

九

十

十

一

十

士

十
四

(19) 
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進士 挙 人

康熙38(1699) 海見（異虞23) 

舜慶 18(1813) 南浜（躇波22) • 元侃（異虞23) 

22(1817) 元任（異虞23) 

道光2 (1822) 元傲（異虞23) 

14 (1834) 景励（異虞24) 

15 (1835) 元倍（異虞23) 

26(1846) 景佑（異虞24) 

27(1847) 元微（異虞23) 

29 (1849) 景恰（異虞24) , 普照（猷斎23) 

咸豊 l (1851) 裸誠（異虞24) 

？ 麟（異虞24, 恩貢）

11 (1861) 増寿（異虞24) , 迪猷（献斎25) 

同治 l (1862) 景曽（異虞24) 

3 (1864) 賛窟（異虞24) 

6 (1867) 賛新（異虞24) 

12 (1873) 景惜（異虞24) 

光緒2 (1876) 彰寿（献斎25) 

5 (1879) 恩銘（躍波25) 

11(1885) 桂芥（躍波25) , 錫錨（異虞25) 

15 (1889) 祝齢（異虞25) 

23 (1897) 應奎（献斎25) , 祝策（献斎25) 

29(1903) 録浦（献斎26) 

30(1903) 建章（異虞27) 

表

3

大

良

龍

氏

進

士

挙

人

合

格

者

(20) 


